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１ 計画の趣旨

伊勢原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、平成３１年３月に全ての教

員が能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを進めるために「教員の働き方改革に向

けた取組の基本方針」（以下「市基本方針」という。）を策定（令和５年３月一部改定）

しました。また、神奈川県教育委員会の「神奈川の教員の働き方改革に関する指針（令

和７年３月改定）」（以下「県指針」という。）及び「神奈川の教員の働き方改革加速化

宣言(令和７年３月）」等を踏まえ、教員の働き方改革を進めてきました。

そうした中、国では、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法等の一部を改正する法律（令和７年法律第６８号）」（以下「改正給特法」という。）

が公布されるとともに、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の

服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置

に関する指針」（以下「国指針」という。）が全面改正されました。

本計画は、伊勢原市立学校における教員の働き方改革を更に推進するために、「改正

給特法」において服務監督教育委員会による策定が義務付けられた「業務量管理・健康

確保措置実施計画」として、「国指針」に即して策定するものです。

なお、「市基本方針」の内容を本計画に反映させることから、本計画の策定に伴い、「市

基本方針」は廃止するものとします。

２ 基本的な考え方及び目標

(1) 基本的な考え方

教員の働き方改革は、教員の働きやすさと働きがいを両立し、児童生徒により良

い教育を行うことを目的とします。

そのために、本市の強みである学校と地域とのつながりや教職員同士の同僚性等

を最大限に活かしつつ、教育委員会、市、学校、地域、保護者など、教育に関わる

全ての関係者がその権限と責任に基づき連携・協働することで取組を推進します。

(2) 目標

教育委員会は、「国指針」及び「県指針」を踏まえ、教員の長時間勤務の是正とと

もにウェルビーイング※の向上を図るため、次のとおり目標を設定します。

また、達成状況を毎年度把握し検証する中で、取組の充実・改善を図っていきま

す。

ア 長時間勤務の是正

【目標】

時間外在校等時間 月４５時間超の教員の割合 ０％

年３６０時間超の教員の割合 ０％

イ ウェルビーイング(※)の向上

【目標】

「現在の職場を働きやすい職場」と感じている教員の割合 １００％

「仕事にやりがいがある」と感じている教員の割合 １００％
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３ 計画の期間

令和８年度から令和１１年度までの４年間とします。

４ 取組の内容

(1) 「３分類」を踏まえた業務の見直し

国が示す「学校と教師の業務の３分類」（以下「３分類」という。）を踏まえ、本市

の実情に応じて次のとおり位置付けを整理し、業務の見直しや適正化を図ります。

ア 学校以外が担うべき業務

学校が当該業務を過度に担わないように、家庭や地域、関係機関・団体等との

連携・協働による取組を推進します。

(ｱ) 登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（３分類①）

○ 交通安全団体や支援ボランティア等による登下校時の通学路の見守り活動の

充実に努めることにより、教員以外による通学路の見守り活動を推進します。

(ｲ) 夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導されたときの対応（３分類②）

○ 夜間等における見回りは青少年育成団体等を中心に実施し、児童生徒が補導

されたときの対応は保護者が行うことを原則とします。

(ｳ) 学校徴収金の徴収・管理の推進（公会計化等）（３分類③）

○ 給食費等の学校徴収金は令和７年度から公会計化し、市で徴収管理していま

す。引き続き、学校と情報共有を図りながら推進します。

(ｴ) 地域学校協働活動の関係者間の連絡調整（３分類④）

○ 教育委員会の主導により、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）委員

及び地域学校協働活動推進員の主体的な取組を推進します。

(ｵ) 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対

応（３分類⑤）

○ スクールロイヤーによる法務相談体制の充実を図るとともに、個別事案への

対応に際し、教育委員会事務局が積極的に支援を行います。

○ 勤務時間外の電話の通話録音機能や勤務時間外の自動音声応答機能を導入す

る等の環境整備を行います。

イ 教師以外が積極的に参画すべき業務

教員が当該業務を過度に担わないように、スクールサポートスタッフなどの各種

支援スタッフ等との協力体制のもと、学校全体での取組を推進します。

(ｱ) 調査・統計等への回答（３分類⑥）

○ 教育委員会から学校への調査内容等を毎年度精査し、調査回数の縮減や回答

方法の工夫、ＩＣＴの活用等により、教員の更なる負担軽減を図ります。

○ 複数の学校事務を共同処理する体制の強化を図ることにより、引き続き、学

校事務の共同実施を推進します。

(ｲ) 学校の広報資料・ウエブサイトの作成・管理（３分類⑦）

○ 令和５年度から新たなコンテンツ･マネジメント･システムを導入し、学校ウ

エブサイトを簡易に作成できるようにしています。また、情報アドバイザーを

引き続き学校に派遣し、広報資料・ウエブサイトの作成・管理に係る負担軽減
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を図ります。

(ｳ) ＩＣＴ機器、ネットワーク設備の日常的な保守・管理（３分類⑧）

○ 学校のＩＣＴ化を推進し、教材の共有化やソフトウエアの更新等により、効

果的、効率的で分かりやすい授業展開及び更なる事務処理の効率化を図ります。

(ｴ) 学校プールや体育館等の施設・設備の管理（３分類⑨）

○ 学校プールの今後の在り方について、教員の負担軽減の観点からも検討を進

めます。また、学校開放に伴う体育館等の管理について、引き続き教員の負担

軽減を図ります。

(ｵ) 校舎の開錠・施錠（３分類⑩）

○ 校舎の開錠・施錠、戸締まり確認について、今後も引き続き、特定の教員の

みが対応するのではなく、学校全体で組織的に対応します。

(ｶ) 児童生徒の休み時間における安全への配慮（３分類⑪）

○ 児童生徒の休み時間における安全への配慮について、今後も引き続き、特定

の教員のみが対応するのではなく、学校全体で組織的に対応します。

(ｷ) 校内清掃（３分類⑫）

○ 児童生徒による日常の清掃活動について、その目的に即した効果的、効率的

な実施を図るとともに、大規模清掃では、保護者や地域住民との連携・協働を

図ります。

(ｸ) 部活動（３分類⑬）

○ 本市の中学校における部活動は、生徒の成長にとって重要な教育活動の一環

として、長年にわたり全教職員の参加・協力・理解による運営体制を基本とし

て実施してきました。これまでの部活動の意義や成果を十分に踏まえながら、

今後の在り方について教員の負担軽減の観点からも検討を進めます。

ウ 教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務

今後も引き続き、特定の教員に過度な負担が集中することがないように、同僚

性を活かし各種支援スタッフ等との協力体制のもと、学校全体での取組を推進し

ます。

(ｱ) 給食の時間における対応（３分類⑭）

○ 給食の準備・片付け・指導等について、今後も引き続き、特定の教員のみが

対応するのではなく、学校全体で組織的に対応します。

(ｲ) 授業準備（３分類⑮）

○ ＩＣＴ支援員を引き続き学校に派遣し、ＩＣＴをより有効かつ円滑に活用で

きる環境整備を図ります。

○ 図書整備員を引き続き学校に配置し、図書室をより有効かつ円滑に活用でき

る環境整備を図ります。

○ 教員がより主体的に研修に取り組めるように、県教育委員会と連携し、より

効果的、効率的な教員研修を実施します。

(ｳ) 学習評価や成績処理（３分類⑯）

○ 35人学級や小学校教科担当制を引き続き推進し、教員による、より適切な指

導と評価を促進します。
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○ 指導補助員や特別支援学級介助員を引き続き学校に配置するとともに、大学

生や教員ＯＢ等の地域人材を学習支援スタッフ等として活用し、教員による、

より適切な指導と評価を間接的に支援します。

(ｴ) 学校行事の準備・運営（３分類⑰）

○ 学校行事は、児童生徒の成長にとって極めて重要な教育活動です。成果と課

題を毎年度検証し、より効果的、効率的な実施を目指します。

○ 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を活用し、家庭・地域と連携し

た準備・運営を進めるとともに、同僚性を活かし各種支援スタッフ等との協力

体制のもと、学校全体での取組を推進します。

(ｵ) 進路指導の準備（３分類⑱）

○ 今後も引き続き、特定の教員に過度な負担が集中することがないように、同

僚性を活かし各種 支援スタッフ等との協力体制のもと、学校全体での取組を推

進します。

(ｶ) 支援が必要な児童生徒・家庭への対応（３分類⑲関係）

○ 今後も引き続き、特定の教員に過度な負担が集中することがないように、ス

クールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を引き続き学校に配置

し、児童生徒指導担当や教育相談コーディネーターを中心とした協力体制のも

と、同僚性を活かしながら学校全体で取組を推進します。

○ 医療的ケア看護職員、特別支援教育介助員等を引き続き学校に配置するとと

もに、巡回方式による通級指導を実施するなど、特別支援教育に係る環境の充

実を図ります。

○ 日本語指導協力者を引き続き学校に派遣するとともに、日本語指導の教材等

を配備するなど、外国につながりのある児童生徒への支援に係る環境の充実を

図ります。

○ 医療・福祉・警察等の関係機関や、フリースクール等の民間団体と学校との

連携・協働により、適切な役割分担のもと支援を行うことのできる体制の構築

を図ります。

(2) 学校における取組の推進

教員の働きやすさと働きがいを両立し、児童生徒により良い教育を行うために、各

学校においても、本市の強みである学校と地域とのつながりや教職員同士の同僚性等

を最大限に活かしつつ、次の取組を推進します。

〇 教育の質の向上のために必要な時間的余裕を創出する観点からも教育課程を見

直し、その充実・改善を図ります。

○ 今後も引き続き、特定の教員に過度な負担が集中しないように、校務分掌の平

準化・標準化を図り、組織的な業務執行を推進します。

○ 会議や打合せの効率化を図るとともに、教員が互いの思いや考えを語り合い、

互いの持ち味を活かし合えるような学校風土の構築を図ります。

〇 管理職による教員との面談の充実を図るとともに、職務経験の少ない教員が他

の教員からの助言や支援を得られやすい体制を整備します。
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〇 学校運営協議会における協議等を通じて、教育活動等に対する保護者や地域住

民等の理解促進を図ります。

(3) 教員の健康及び福祉の確保に関する取組の推進

教員の健康及び福祉を確保するため、次の内容に取り組みます。

ア 教職員定数の改善に係る要望

○ 教員の健康及び福祉を確保するためには、必要な教職員数を確保する必要があ

るため、引き続き、教職員定数の改善について国・県に要望をしていきます。

イ 労働安全衛生法等の規定遵守等

○ 教育委員会が教員の勤務時間を把握し、必要に応じて産業医が学校に訪問の上、

学校と教育委員会が一体となって業務改善を進めるための改善策等について確認

し、着実な取組の推進を図ります。

○ １か月の時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員に産業医による面接指

導を実施します。

○ 引き続き、５０人未満の学校も含め、ストレスチェックの実施率１００％を目

指し、実施後の集団分析の結果等も活用して職場の改善を推進します。

○ 心身の健康問題についての相談窓口の充実を図ります。

○ 年次有給休暇について、まとまった日数連続して取得できるよう、各学校に対

して取得を促進します。

○ 効率的な業務処理を図るため、学校ごとに学校閉校時間を設定し保護者等へ周

知を図るとともに、学校における定時退校日を設定するよう推進し、夏季休業や

冬期休業の長期休業等の期間中に５日間程度の一斉閉校期間（学校閉庁日）の設

定を引き続き行います。

○ 教職員の心身における健康を伸長するため、学校教職員互助会事業の充実を図

ります。

５ 関連する取組、今後のフォローアップについて

教育委員会は、本計画に基づき各取組が着実に推進されるよう、次のとおり取り組み

ます。

〇 本計画の趣旨・内容等について、各学校の管理職をはじめとした全教職員に周知を

図ります。併せて、様々な機会をとらえ保護者や地域等に本計画の内容を周知し、理

解・協力を得られるよう努めます。

〇 毎年度、教員の在校等時間や働きやすさ、働きがいの状況を把握し、計画の実施状

況を公表するとともに、定例の教育委員会議及び総合教育会議に報告することとしま

す。

○ 各学校の状況を確認し、時間外在校が著しく長時間となっている教員がいる学校や、

業務の持ち帰りや休憩時間の確保が困難といった課題があり、改善の兆候が見られな

い場合には、当該校への聴き取り、助言、産業医の派遣等の支援を行います。

※ ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良い状態にあることをいう。


